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正     取 り晃紫状況

1_医療ユィズの多様化

高齢化の進行、生活習慣の変化などにより、疾病構造が変化し、生活習慣病の割合が増加している。また、

医療技術の進歩等に伴う市民等の医療ニーズの多様化・高度化、さらには、安心・遵 ミ医療や医療の質ヘ

の関心が高まってきている。

2,医療帆臣改革の動向

急速に膨らむ国民医療費に対して、医療制度を将来にわたつて安定的に持続させていくための医療制度

改革関連法が平成1846月 に成立している。

医療費適正化対策の推進、後期高齢者医療制度の創設をはじめとする医療保険制度の改正、医療計画制

度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携など、様々な制度改革が進められている。

こうした中で、医療サービスの対価である診療報酬については、平成14年度からマイナス改定となってお

り、平成18年度にはマイナス 3.16%という過去最大の引き下げが行われ、平成20年廊 マイナス 0.82%とさ

れたところである。

医療費の患者負担の引き上↓兆 含め、これら■連の医療制度改革は、自治体病院の経営にも大きな影響

を及ぼしている。

3.自治体病院の経営の悪化

地方自治体の財政状況が悪化するなか、多くの自治体病院においても厳しい経営状況が続いており、経

営の健全化が喫緊の課題となつている。

4B   の 笥設

地方自治体においては、指定管理者制度(平成1評託明改正自治法施行)、地方独立行政法人制度(平成

16名 月地方独立行政法人法施行)と、これまでの地方公営企業以外にも'選択できる新たな制度が創設され

ている。

5_公立病院改革に係る国の動虐

自治体病院の厳しい経営状況を踏まえ、国は、公立病院改革を進めている。「経済財政改革の基本方針

2007(平成1軒託滅 19日閣議決定)」において、「総務省は、平成19年内に各自治体に対しガイドラインを示

し、経営指標に関する数値目標を設れ た改革プランを策定するよう促す」とされた

総務省は、平成19年7月に「公立病院改革懇談会」を設置し、11月にはこの懇談会から①公立病院の経営

効率化、②再編・ネットワーク化、③経営形態の見直しを柱としたガイドライン(案)が示され、これを受けた総

務省は、平成19年12月に「公立病院改革ガイドライン」を策赴 各自治体に示した。

地方公共団体においては、このガイドラインにもとづき、平成20年度内に経営効率化に資するための具体

的な経営指標に関する数値目標や経営形態の見直し方針などを示した改革プランを策定することとなっ毛

I市 立痢院の現況

医療を取呪窯駒 変イ酌ま、年々厳しさを増し、医療保険制度の改革も進められている。また、国・地方の財

政が危機的な状況となり、自治体病院の経営状況も大効 いものとなってきている。

市立病眺 その例外ではなく、平成15年度から平成19年度までの病院事業会計の決算では純損益は黒字

ね ているものの、大幅な減少となってきている。

地方公営企業法にもとづく一般会計からの繰入金は、平成19年度において 653,790千円(収益的収支分

514,863千円、資本的収支分 138,927千円)となっており、結核、精神、救急医療の確保に要する経費等のほか

企業債元利償還金に充当されている。

現在、新病院の開院に向けた改築工事が始まったところであるが、今後においては、新病院建設に伴う企業

債償還金のほか、建設後の減価償却費が毎年多額に生じることに加え、国の医療制度改革などの影響によリー

層厳しい状況が予想される。
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現状の経営状況

1.収益的収支

2,資本的収支

(単位 :千円)

(単位 :千円)

年度

区分

半成 15年度
決 算

平成16年度
決 算

平成17年度
決 算

半成 18年度
決 算

半威 19年度
決 算

平成20年度
推 計

1.医 業収益 8,567,020 8,976,309 9,478,302 9,325,609 9,964,207 9,495,764

(1)料金収入 8,426,812 8,836,385 9.327.546 9,156,281 9,803,837 9,313.555

(2)その他 140 139,924 150。756 169、328 160,370 176.754

うち他会計負担金 41,259 31,518 26,665 41.504 31.252 44 200

2.医 業外収益 598.816 608,827 608、147 401 675、624 1、006.403

1)他会計負担金・補助金 470。454 463,373 668 581,679 483.611 841,296

(2)国(道)補助金 2,203 12,662 22,528 18,208 33,096 42.780

3)その 126 159 132,792 153.951 514 158,917 127、782

経常収益         ( A ) 9、165.836 9.585。136 10.086、449 10、087.010 10、639.831 10.502.167

支

出

1.医 業費用 8.718、173 9,797,623 9,870,001 10,446,819 10,421,592

(1)職員給与費 011,674 4 108 4,229,795 4,428,771 4,567,612 4.682,994

(2)!材出費 007 755 3,285,186 3,656,628 3.470,261 805 3.546s021

(3)経費 1.268、189 1。339.609 1.430.610 1.448.954 1.583.837 1 689.748

(4)減価償却費 390、710 435.495 483。960 455、894 450,231

(5)その他 39,845 39,177 45,095 38,055 564 52,598

2.医 業外費用 223,963 210、624 203,563 198 157.631

(1)支払利息 123,650 110,299 99,661 91,862 82.666 47.650

2)その 100。313 100.325 103.902 106、310 104.404 109.981

経 常書 用        r R 8.942.136 9,401,804 10,001,186 10,068,173 10,633,889 10,579,223

経常損益     ( A )一 (B)  ( C ) 223,700 183,332 85,263 18,837 5,942 △ 77.056

1,特 別利益       (D) 40.506 1,406 3.174 6。882 506

2 ,特 別損失       ( E ) 9.526 4.378 6.682 16.665 6、846 5、377

特別損益     ( D )一 (E )  ( F ) △ 9.061 36.128 △ 5.276 △ 13,491 △ 4,871

純 損益             (G) 214,639 219.460 79,987 5,346 5,978 △ 81,927

年度

区分

平成15年度
決 算

平成16年度
決 隻

平成17年度
決 箪

平成18年度
決 隻

平成19年度
決 笙

平成20年度
推 計

1.企 業債 195.000 300,000 460.000 100 584、400 609,000

2.他 会計出資金 147,304 137.683 15。000 138.927 142.376

収 3 会計負担金
4.他 会計借入金
5。他会計補助金
入 6.国 (道)補助金 6,861 1.400 39.950 66.836

7 8.907 7.314 9.707 1.021.312 13、548 7.729

収入計          ( A 358,072 444.997 484.707 1,160,812 776.825 825,941

士lユ・犀設政具賢 487.919 472,855 514.245 329 198 494,986 1,155,094入
「夕
~企
業積偵遠奎 462,752 421,670 434.345 369,083 885,795 495,135

「す
~砲
套訂哀期宿天金返東金

8,142 1 661 10.074 10.074 10.005 12.696

章 出計          r R〕 958、813 1,909,186 958,664 708,355 1,390,786 1‐662,925

差引額      ( A )一 ( B )  ( C ) △ 600,741 △ 1,464,189 △ 473,957 452,457 △ 613.961 △ 836、984

補
填
財
源

1.損 益勘定留保資金 592.347 1,452.789 462,472 613.270 836.984

2.利 益剰余金処分額
3.繰 越工事資金

4。その他 8。394 11、400 11、485

補壇財源計 600.741 1,464 189 473,957 613,961 836,984

当年度末補填財源残高 4,238,016 3,419,010 3,472,103 4,417,400 4,268,975 3,802,005

実質財源不足額



正 中空知医療日域における砂川市立病院の役割

1白地域的 しての役割

秒川市立病院には、他の医療機関との連携や機能分化を積極的に進めると共に、保健・福祉分野とも連携

を強化し、中空知医療圏域における中核的機能を担う役割がある。

2_急性期厘封海薪ま拠点病職としての役割

秒川市立病院が担う医療機能については、現在までの歴史・地域で果たしてきた実績・地域住民の期待・

今日的な医療事情などから、急性期基幹病腔 しての機能と拠点病院としての機能がある。

また、急性期基幹病院としての充実に加え、地域がん診療連携拠点病院・地域周産期母子医療センター・

へき地医療拠点病院として高度・専門的医療機能を有し、地域完結型医療体制を構築していく役割及び地域

センター病院として他医療機関への医師脈遣などの役割や災害拠点病院として24時間緊急対応可能な体制

の確保、被災地からの傷病者の受け入れ体制の確保など、災害時における初期救急医療体制を強化・充実

し医療機含推十分に発揮する役割がある。

3_激麟誼醍国康を封 る鍋

政策的医療としての救急医療、周産期・小児医療、結核医療、精神医療、感染症対策等について、一層の

充実や体制整備が求められている。

政策的医療は、いわゆる不採算とされるものを含むが、下般会計との経費負担を明確にしたうえで、中空知

地域に蝦 ミ医療を実践していく役割がある。

4_教育切鴨輔園進しての役割

主に地方の病院が抱える問題として医師不足、医療従事者不足がある中、それら人材確保と人材育成の必

要性が求められている。

砂川市立病院は、厚生労働省より指定を受けた臨床研修指定病院としてその役割を十分に発揮した医師

の育成、また、中空知地域の医療水準向上のため医療従事者全体の人材育成など、教育・研修活動を積極

的に行い地域医療発展へ貢献する役割がある。

5E         封 る鍋

砂川市立病院は、地方公営企業法の経営原則である経済性と公栄性に沿つた運営を確保していくことが必

要であり、目指すべき医療水準を確保しつつ、効率的・継続的に医療を提供するため、必要な運営方法と体

制を構築し含理的で健全経営を実践する役割がある。
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IV経 営効率化に係る指標(数値目標の設定)

平成 21年度から平成 23年度までの収支計画の実行と経営の黒宇化を達成(維持)するため、以下に掲げる経

営効率化に係る指標及び数値目標を設定し計画的に取組むものとする。

1 _ ―

指 標

数値目標

平成21年度

(計□

平成22年度

(計画

平成23年度

(計印

経常収支比率

(減価償却費を無 経常収支比均

100.1%

(104.7%)

101.7%

(105.5%)

96.3%

(108.1%)

職員給与費対医業収益比率 52.0% 51.6% 49.90/0

病床利用率 750/0 780/0 830/。

2_主要指標

指 標

数値目標

平成21年度

(計□

平成22年度

(計岡

職 23穀

(計醐

平均在院日数(一般病内 1 5日 1 5日 1 5日

材料費対医業収益比率 28.8% 27.9% 26.8%

医業収支比率

(減価償却費を広 医業収支比詞

95.4%

(99.9%)

96.9%

(100.5%)

91.5%

(102.9%)

患者 1人 1日あたり入院収益 47,300円 48,400円 48,400円

患者 1人 1日あたり外来収益 9,600円 9,600円 9,600円

紹介患者件数 4,800件以上 4,800件以上 4,800件以上
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V数 値目1目勘萌こ向けての具搬 取組みと実施時期

経営効率化に係る指標の数値目標を確実に達成するとともに、病院経営の安定を図るため、以下に掲げる項目

について、計画的に取組むものとする。

頬 目 中項目 /J▼頁目

H)L夕代胡詔髪打方毛・柳 回線

1 .離 数 の期 日

(1)病病連携・病診連携の更なる強化

(2)病床の効率的・効果的利用の推進

2.利 の献

(1)レセプト精度の向上

(2)新たな施設基準の取得

3.保険外診療の見直し

(1)自費診療単価の見直し

(2)健診室運営方法の見直し

4 .細 鎌 (1)個卿 勧 縮減

5.その他収入確保対策

(1)羨 約 繍

(2)行政財産の目的外使用料の見直し

経費節減中肺J対策

1.費用の見直し

(1)給与費の適正化

(2)薬品・医療材料費の適正化

(3)外部委託業務の適正化

2.運営・運用の見直し

(1)診断群分類別包規財ムい待ヽ度(DPC)

導入に向けた裁忘

(2)医療機器等の管理の適正化

その他の対策

1.職員の意識改革

2.患者満足度の向上

3,情報システムの管理

4.未利用資源の有効活用

-5‐



収入確保白増加対策

1.患者数の増加

【現状における課題】

患者数の減少については、医療制度改革に伴う個人負担の増加や物価上昇等による受診抑制等も考えら

れるが、第一義的には患者から選ばれる病院となる芝、要がある。

また、急性期医療に主眼をおいた当院と地域の医療機関等とが更に連携を強化することで、新たな患者確

保へと結びつける必要がある。

内部的には、病床の効率的・効果的な利用に努め病床利用率の向上を図る必要がある。

【改善の方針】

(1)病病連携・病診連携の更なる強化

①紹介患者の確保

○退院支援(後方支働 に重″点が置かれている現状を踏まえ、今後は前方支援も積極的に進めることで、

新たな紹介患者の確保に努める。

②逆紹介、退院支援の推進

○逆紹介、退院支援(後方支援)を推進することは、新たな紹介患者の確保に結び付くと考えられること

から、引き緯 推進する。

③地域医療連競ヤットワークシステムの拡大

○中空知がん診療ネットワーク協議会等を活用し、地域医療連携ネットワークシステムヘの参力口病院数

を舶 る。

≪紹介・逆紹介患者数≫

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

紹介患者数 3,028 4,176 4,354

醐 轍 1,776 2,567 2,550

呻

(相抽
4,461 4,920 4,998
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(2)病床の効率的・効果的利用の推進

①病椋バラドコントロール体制の確立

○院内全体のベッド管理を行うベッド管理委員会を設置し、全体的な病床利用状況の把握と効率的・効

果晩 病床利用を図る。

②空床の有効利用

○各科専用病床の一部を全科共通で利用できる共通病床として利用する。

①糖尿病の教育入院の拡充及び糖尿病以外での教育入院の導入を馳 、空床の有効利用を図る。

①当院での治療を終え自宅退院となる場合など、患者・家族の不安解消のため、土日祝を利用した訓

鱗 泊の導入を餓 る。

≪病棟別病床利用率≫

紛 平成15年度 平成16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度

第1病棟 67.1% 81.3% 95.7% 88.8% 84.8%

第2病棟 86.8% 88.3% 87.470 81.2% 82.070

第3病棟 83.5% 88,2% 87.6% 86.7% 87.070

第4病棟 81.470 85.970 80.070 74.5% 71.470

第5病棟 79.2% 88.070 92.6% 74.1% 65。470

第6病棟 86.19r0 80。470

第7病棟(一職 90.4% 122.0970 123.3% 63.9% 96.3%

第7病棟(結楊 17.470 26.1% 16.6970 52.7% 58,6%

第7病棟(感均 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070

第8病棟 91.1% 87.89r0 88.69r0 85,7% 82.5%

第9病棟 91.9% 87.070 89.6% 87.9% 78.3%

第 10病棟 90.670 67.0% 68.970 63.1% 51.970

第11病棟 82.5% 78.2% 79.070 69.1% 64.670

第12病棟 76。1% 81.7% 79.2% 77.5% 79.070
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2.診療報酬の確保

【現状における課題】

査定率は請求漏れが無い状態ではじめて論じられるものであり、先ずは請求漏れの有無を検証する必要

があるが、現状ではそこまで検記:している糊 ではない。

また、施設基準については、施設的な基鉾老人員的な基準があり、施設的なものについては新病院開院に

向け整備を行ちているが、人員的なものについては人件費等を考慮したうえで計画的な職員採用を検討する

芝、要がある。

【改善の方針】

(1)レセプト精度の向上

①レセプト請求漏れ有無の検証

○オーダリングの導入により請求漏れが解消されつつあるなか、処置薬剤・材料、手術薬剤・手術材料、

指導料、各種加算等について、継紡:して検証する手法朝端J(必要があれば委員会等)を構築する。

②レセプト返戻及び査定減の縮減

○更なるレセプト点検強イ働こより返戻及び査定減の縮滅を図る。

①医      と の連携強イ働こより返戻及び査定減の縮減を図る。

③医療事深部騎無専F目】働の鋼

①医療事務及び医療事務委託業者の指揮・監督に関しては、相当な専門的知識を有することから、人事

異動の対象とならない専門職員の登用を検討する。

(2)新たな施設基準の取得

①新病院での施設整備

○救命集中治療センター(ICU・HCU)、周産期センター(NICU)等の整備を図る。

②作業療法士の採用

○脳血管疾患等ソハビリテーション料(III)100″勅 醐ゝ凶暉 疾患等ジハビリテーション料(H)190点 への

算帥 体制整備を図る。
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3.保 険外診療の見直し

【現状における課題】

自費診療単価について、全国あるいは民間病院等と比較すると、料金が比較的低く設定されている状況で

ある。

また、健診室の運営については、現行の週3回又は週4回の実施では、申し込み後数か月待ちている状況

である。

【改善の方針】

(1)自費診療単価の見直し

①分娩介助料の見直し

○分娩介助料の料金設定に当たっては、従来の近隣自治体病院との比較から、民間病院を含めた比

較又は全国的な調査結果等を勘案した料金設定へ見直しを図るとともに、新病院における周産期部門

の整備状況等も勘案した料金設定を検討する。

②文書料金の見直し

○文書料金の料金設定に当たっては、従来の近隣自治体病院との比較から、民間病院を含めた比較

又は全国的な調査結果等を勘案した料金設定への見直しを図る。

③差額室料の見直し

○新病院における適正な差額室料について馳 料金設定する。

≪全自病協による分娩介助料の調査(対象:自治体病陶 結果≫

○調査日:H20,7.150回答病院数:159病院 ○市内・診療時間内等標準的な金額

区  分 平均額 最高額 鞭 [参司 砂川市の場合

総  数 103,486 180,000 40,000 ○単児(時間内)74,000円

○単児(時間外)88,000円

H21.1.1より制度改正

○一児(時間内)104,000円

○一児(時間外)118,000円

うち500床～ 104,983 180,000 45,000

(2)健診室運営方法の見直し

①健診実施日の拡大

○現在、月・水・金の週 3回を基本に8月 ～10月については、月・火・水・金の週 4回実施しているが、

健診室のセンター化に向けた対策として、ア.年間を通して月・火・水・金の週 4回 実施、南館改修後

に健診センターとなった場合は、イ.年間を通して月～金の週5回実施する体制を構築する。

①健診件数増加に向け、広報活動・営業活動の強化を図る。

4B未収金対策

【現状における課題】

個人未収金については、まず発生防止に取り組まなければならない。また、未収金となった鵜 早期に

回収しなければならない。

時間外診療の場合、その場で医療費を精算することができず預り金方式での運用となっている。

【改善の方針】

(1)個人未収金の縮減

①発生防止

○医療費のクレジットカード払いなど現金払い以外の支払い方法の導入について検討し、未収金の発

生防止に努める。

②早期回収

○徴収業務の民間郵 酌こついて検晟し、未収金の効率的・効果的な徴収を図るとともに早期回収に努

める。
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5,その他収入確保対策

配酔伏における調 】

診療受託料の単価については、平成 16年以降改定されておらず、また、医師 1人 1日当たり診療収入や

派遣に要する人件費等が考慮されていない。

行政財産の使用料については、自治体病院は民間病院に比べ安価であることから、新病院開院を契機に

見直す必要がある。
一部の自治体病院では、売上額の一定割合を徴収しているところもあり、開院に向け検

討する芝喜吾がある。

【改善の方針】

(1)擁 約 繍

①診療受託料単価の検討

○現行の診療契約単価は、平成 16年に産婦人科医師の集約イ働こ伴い設定され、その単価が産婦人科

以外の診療科に適用されているため、診療科の特性等を考慮した診療受託料単価を検討する。

《派遣診療日数(平成19年度実績)》

科 別 派遣先 派遣日数 派 遣  日

産婦人科 滝川市立病院    |

市立美唄病院    |

144

100

毎週月・水・金曜日の午前診療

毎週火・木曜日の午前診療

泌尿器科 市立赤平総合病院  |

北海道中央労災病院  !

95

50

毎週水曜日の午後診療及び、毎週木曜日の午前診療

毎週火曜日の午前診療

整形外科 市立赤平総合病院
毎週月曜日の午後診療
毎週金曜日の年前診療及び第2・4水曜日の年後診療

耳鼻咽喉科 市立芦別病院 44 毎週月曜日の午後診療

小児科 奈井江町立国保病院 41 毎週木曜日の14:00～16:00

合 計

(2)行政財産の目的外使用料の見直し

①使用料算定基準の見直し

①売上額の一定割合柳 料として徴収すること及び使用料の減免の運用について、先進自治体の運

用について調査・研究し、使用料算定基準の見直しを図る。

②許可期間の見直し

①使用料算定基準に併せて、使用許可期間についても見直しを図る。
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経費節減B抑制対策

1.費用の見直し

【現状における課題】

開院時の業務上の必要人員としての採用により人件費が膨大となっているので、開院時の職員数について、

愚者数・業務内容を考慮し、再度検討する必要がある。また、人件費が病院経営を圧迫していると考えた場合

には、職種を問わず人件費の見直しを検討するだ、要がある。

外部委託化の検討が言われているが、年々契約額が上昇している事例を鑑み、慎重に検討する必要があ

る。また、人件費の低減分が委託料となるため、人件費率の算出とセットで考えなければならない。

材料費については、単価契約を年複数回とするなどが考えられるが、事務量は増加する。

【改善の方針】

(1)給与費の適正化

①必要人員数の明確化

○現行の看護訴必要数と新病院開院に向けた計画的採用者数を明確にするとともに、看護師必要数の

算出にあたつては、費用対効果の検証や医業収益対人件費比率を考慮する。

○業務の多様化・花財留ヒ等によリスタッフの増員要望を出す場合、当該部門は人件費の増加が病院経

営に大きな影響を与えることを十分認識する。

②外部葬詔ヒの検討

○給与費の適正化を図る観代から、外部委託について検討する。

121薬品・医療材料費の適正化

①在庫の適正化

○採用品目数を削減するため、同種・同効果の医薬品・診療材料の見馳 及び採用時の 1増 1減の徹

底を図る。

①現行の診療材料SPDシ ステムに文房具・消耗品等の備品類を含めたシステムの拡大及び薬品SPD

システムとの統合について馳 、適正在庫による運営を構築する。

①SPD業 務の民間委託化について検討し、効率的・効果的なシステム運用に努める。

②購入方法の見直し

○単価契約を年 1回から年複数回へ見直すとともに新規業者の参入により、競争励 ミ働く仕組みの導

入を検討する。

(3)外部委託業務の適正化

①範 縮減

○業務量対委託料の検証、直営対委託の比較、競争原理の導入、随意契約の見直しなど、委託料の縮

減に向けた対策を講じる。

○クラーク業務については、看護部における新病院での計画的採用者で対応するなど、委託料の縮減

を図る。

2.運営口運用の見直し

【現状における課題】

現状の出来高払いから診断群分類別包括払い制度(以下DPCと いう)を導入した場合の部門別原価管理

など詳細な分析を行う必要があるが、原価管理を行うには現行のシステムでは詳細な部分について対応しき

れなく、収益・費用の分配方法を確立できるかが問題である。また、現行のクリニカルパスをDPC対 応のクリ
ニカルパスヘ見直す必、要がある。

医療機器等の管理については、選定、保守管理、廃葬まで一貫した管理をする必要がある。

【改善の方針】

(1)DPC導入に向けた対応

①DPC対 応妙 リニカルパスヘの見直し

①在院日数の見直しと退院基準の設定などを検討する。

○術前検査・入院前検査の外来移行などを図る。

○薬剤使用の適正化(ジェネリック医薬品の拡大及び患者持参薬の活用など)を図る。
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②部門別原価管理の導入

○部門別の経営実態を把握するため、部門別原価計算方法を確立する。

②     の 製 の趣 化

①医療機器の計画的購入

○原価管理及び耐用年数による機斜購入、医療機器等購買委員会の強化など、医療機器の計画的な購
入について検討する。

②医     の 設置

①医療機器め選定・保守管理・点検明纂歌での一貫した管理体制の構築を検討する。
○一部業務委託を検討する。

③計画的な院内ITTLの検討

○院内のITTLは、それ自体が主目的ではなく、費用対効果の高いITの導入により質の高い医療サー

ビスを提供することが重要であることから、真に必要な町の導入を検討する。
○院内のIT化は、イニシャルコスト・ランニングコスト共に過大となることから、収支状況等を考慮し計画

的(段階的)な導入を検討する。

その他の対策

1.職員の意識改革

【球 における純 】
全職種、末端職員まで経営情報が伝わっておらず、全職員が病院経営を考えコスト意識をもつて業務を遂
行しているとは言い難い。

【改善の方針】

①共通識 情報開示

○病院経営の改善にあたっては、強力なリーダーシップのもと全職員が経営に関する共通認識をもつて

取組む必要があり、その為に徹底した経営情報を開示する。

②コス様調にの向上

①全ての職員(臨時・パート・委託等を含む)は、日々 の業務遂行にあたり常にコスト意識を持つことが重
要である為、職員の意識改革のための対策を講ずる。

2.患者満足度の向上

【駄 における謡 】
これまで患者サービスの向上を目的とした、人的配置や機械・設備的対策を講じているが、その効果につ
いて検証する作業が行われていない。

【改善の方針】

①患者満足度調査の実施

①7対1看護実施に伴う外来クラーク配置など、患者満足度(接遇醐 への効果又は変化などの調査を実
施する。

①オーダジング導入による患者満足度(待ち時間)への効果を検証する。
②ご意見箱への対応

○ご意見箱に寄せられた声に対しては、スピーディーに対応するとともに、繰り返し指摘を受けるような
職員等(リピーター)がいる場合、その対策を講じる。
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3.情報システムの管理

【現状における課題】

平成14年 10月に当院公武ホームページを開設して以来、現在まで6年間、提供する情報は増えてはいる

が整理されておらず、見やすいホームページにする必要がある。

また、院内の情報システム管理に関しては、医療のITイ働ミ今後も更に広がっていくため、相当な専門知識

が要求されるが、その人材確保が必要である。

【改善の方針】

①ホームページの充実

○ホームページのデザイン、提供する情報等の見直しによリアクセス数を向上させ、患者数の増加に結

び付けることを検討する。

②システム管理者(専門働の登用

○オーダリング・電子カルテ・個大情報保護等の院内情報システムの管理、システムに関する医療側の

塑 ベンダーとの交渉等に関しては、相当な専門性を有することから、人事異動の対象とならない専

門職員の登用を検討する。

4.未 利用資源の有効活用

【現状における課題】

今後の医師や看護師の採用計画により必要な住宅戸数を確保しなければならないが、民間の賃貸ヤンショ

兆 多く建設されているなど、古い一軒家や看護師宿舎へのニーズは少ない。

【改善の方針】

①未利用資源の貸出・売却等の検討

○未利用の医師住宅・土地について、今後の利用・売却等の計画を策定し、貸出・売却について検討

する。

①看護師宿舎等空室の利用促進のための対策を講ずる。
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Ⅵ 改革後の経営状況(収支見通し)

1.収益的収支 (単位 :千円)

年 度

区分
平成21年度 平成22年度 平成23年度

医業収益 9.345.538 667 468 19,0002ヱ3Q
(1)料金収入 9,147.379 9.460.876 9.776.123

『lT7 (2)そ 198 159 206.592 230.607

負担金 44 200 44。200 44、200

2 .医 614`659 655.555 6742420
1)他会計負担金・補助金 4502笠8ヱ 619 5豊ユ2ヱ9ヱ

/ ヽ
40,303 25,309 25.309

123.769 114,627 115.380

経常収益         ( A 9.960.197 10.323.023 10.681.156

医 9,801,625 9.975.136 10、933

4立g。3_2293 4 992.757 4 988 413

2.690、060 2.698,185 686.524

1,765,201 1,872,828 1 996 526

(4)減価償却費 437,802 30立2ユ55 1.209.697

(5)その 50.299 52.011 52.011

2 153 104 173,225 160

(1)支払利息 40 783 33,423 44.795

(2)その他 112.32 139.802 386

雅常書 用            (B 9。954.729 10.148.361 11,093.352

(A)― (B)  (C 5.468 174.662 △ 412.196

1.特 居U禾」益         (D) 300 300 300

2 .特 別損 失 (E) 5,768 1.039s344 438.596

特別損益    (D)T(E) (D △ 5.468 △ 1.039、044 △ 438、296

純損益     (C)十 (F) (G) 0 △ 864.382 △ 850。492

9.960、197 10,323.023 10,681.156

9.516、867 9,789,006 9.883.655

朴 (減価僧却前(A)一(H)(I 443,330 534,017 797.501

2.資本的収支 (単位:千円)

年度

区分
平成21年度 平成22年度 平成23年度

収

企 4.024.000 8,878,300 116 700

2.他会青出資金 125,266 107 942 98,883

3.他 会雷 担金
4 .他 入 金

入 怠

の

国

そ

６
”７

助 金

助金 421.978 415 608 3豊ユ2ヱ0ユ
8.034 8.001 8.001

入 A 4.579.278 9.409.851 2.559.347

支
1.建 設改良費 4 9.993,669 2,617.251

2.企 業債償還金 439.524 169.030

3.他 会計長期借入金返戻金
4。その他 11.868 11.868 11.868

出
4.973.207 10,766.650 2.798,149

差 | 1額       (A)一 (B) (C) △ 393。929 △ 1,356,799 ∧ 238.802

補
填
財
源

1 .損 益覆駒定留保資金 393,929 1.356、799 238、802

2!_本吐]丘男則余金蟻 __須
3.繰 越工事資金
4。その他
縮道 財源 計 393.929 1.356,799 238.802

当年 膚 夫補壇 財源 残 高 3、849.339 3.025、405 3,582.953

実官財源不足額

3.一般会計等からの繰入金の見通し

年度

区分
平成21年度 平成22年度 平成23年度

収益的収支 494,787 559。819 577,937

奮 本 的 収 支 125.266 107.942 98,883

△
Ｈ

620.053 667,761 676,820
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Ⅶ 再編ロネットワーク化の検討

i輸 ・ネットワークイ倒については、北海道医療計画に基づいた第二次医療圏の単位の中で道(獅 、各関

係自治体等で幅広い議論・協議・検討がなされなければならない。また、その結論を早急に出すことは困難な状況

であることから、結論が出るまでは、各医療機関が地域医療で果たすべき役割について、それぞれが専門』性を発

揮しながウ機能分担し連携していくことが要 である。

ここでは再編・ネットワーク化の前段に当る部分として、当地域の医療連携の現状や今後のあり方、更には砂川

市立病院の救急医療の問題を通して、今後の地域救急医療の方向性を魂 のとする。

1.再編(医療連携)・ネットワーク化の効果

(1)患者への効果

①自宅の近ぐこ安心してかかれる生活習慣病クリニックが存在する。

②入院が必要になったときでも診庶所(かかりつけ医)のデータが保管されているので、安心して入院でき

る。

③かかりつけ医が病院での精密検査を適時予約、結果を説明してくれるので安心である。

④治療中断による隷 ふ合併症の発症・進展が減少しQOLが 向上する。

⑤自分の病気・予後について良く理解でき、ライフスタイルの改善に積極的に取り組むことが出薙 。

(2)医師への効果

①イフ ォームドコンセントが容易になる。

②効果的な服薬指導が出来、診療に専念できる。

③診療所においてもガイドラインに沿つた質の高い生活習慣病の診療が安心して受けられる。

④愚者の信頼感が増すことにより医療紛争が減少する。

⑤インスリン自己注射の輸 診療所で管理できるようになる。

⑥地域の病院や診療所でも議 のオーダーメイド医療を提供できる。

②データベースの二次利用により新たな生活習慣病診療ガイドラインが作成可能となる。

(3)行政への効果

①生活習慣病の予防・治療に地域ぐるみで取り組むことができる。

②投与効果の改善、副作用の回避、不要・無効な医薬品処方の減少等による医療経済の改善ができる。

③高度医療機器の共同利用による過重な設備投資の軽減に繋がる。

④住民検診の事後指導・管理体制が充実し、検診の成果が上がる。

2.再編(医療連携)Bネットワーク化の対象

(1)医療連携の対象範囲は、医療計画に基づく中空知2次医療圏(中空知5市5RTlが考えられるが、圏域全

体を巻き込んだ再編は事実上不可能である。

(2)医療連携の対象は、当院を先頭に各病院、診療所、介護・福祉施設、医師会、保健所、訪問看護ステーショ

ン、保険調剤薬局、地域住民など圏域内の関係機関が全て対象となつてくるものであり、この全てが
一つの

ネットワーク上に関係しないと成り立たないものである。

(3)今後は、各地域関係機関の代表者が協議会等で発展的議論を進め、この連携が地域住民に安全で安心

な医療を提供できる運用体制を構築する必要がある。

3.砂 川市立病院の医療連携の現状

砂川市立病院では、単独での医療形態を維持し、来年度から実施のDPCへ の移行等により安定した診療

内容を実践しながら、今後はさらなる充実したきめ細かな地域医療連携の構築に力を入れることが重要と考え

ている。

今現在、当院が実践している医療連携は下記に記載さているとおりであり、これらは当院が地域センター病

院やがん診療連携拠″点病院といった指定医療機関であることの理由は勿論、多様化する患者ニーズと専門

化する医療内容の実践に対応するためでもあり、現在の状況と課題を明確にして圏域内完結型医療の実現

に向け努力するのが必要と考える。
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(1)医師派遣事業

醐 派遣医療機関 内 容

産婦 人科
滝川市立病院

市立美唄病院

毎週月・水。金曜日の午前診療 H16.9開 始

毎週火・木曜日の午前診療 H16,9開 始

泌 尿器 科
市立赤平総合病院

北海道中央労災病院

毎週水曜日の午後・木曜日の午前診療 H17.4開 始

毎迅匁曜日の午前諺療 H18。4開始

耳鼻咽喉科 市立芦別病院 毎週月曜日の午後診療 H18.4開 始

整 形 外科 市立赤平総合病院
毎週月曜日の午後診療/毎 週金曜日の午前診療
第2・4水曜日の午後診療 H19.4開 始

/1ヽ 児 科 奈井江町立国保病院 毎週木曜日の 14:00～ 16:00 H19.6開 夕台

/J捌   (孝幌 像華診)
。1歳 6ヶ月
。3炭剋尼

奈井江町立国保病院 復封逓レホ新吾日しり13:00ハV14:00  H20.4信堀夕台

(2)もの忘れ専門外来

①認知症は、多岐にわたる疾患の結果として現れた認知機能障害の症状であり、その鑑別診断は困難を

極める。より適切な診断・治療のために、それぞれの専門医が医学的知識・経験を補完しながら共同診

療にあたることが必須と考え、平成16年1月に繍 昭朝覇斗・神経内科・脳神経外科3科の共同診療を開始

した。

②地元医師会協力の下、12ヶ所のクリニック等の開業医が認知症かかりつけ医としての役割を担うこととな

った。

③認知症相談医リストを作成、住民に広く広報し、現在は33ヶ所の医療機関との連携を確立し、その関心の

高さとサポート体待いま管内一円に網羅されつつある。

④平成1伊勲明、医療・介護および福祉関係者が集まり「中空知・地域で痴果を支える会」を発足し,屯

⑤潮 |1保健所と協力しながら、認知症社会資源マップを作成し、インターネット上で公開するとともに、認知

症見守リサポートネットワーク構築を目指し市民向け講座を開設している。

(3)

①平成14牝 月鴨莱淋目談課」(平成17年10月「地域医療連携室」に名材を変更)を開設し、患者様会のよ

りきめ細かい相談援助と地域医療機関や関係機関とネットワークを築き、急性期の状況を脱した患者様
へのスムーズな退院支援を主な業務としている。

②退院支援件数は年々増加し、開設当初から3倍となっている。

③当院は急性期的医療機関であることから、スムーズな退院支援を心がけ、ソーシャルワーカーの採用や

がん認定看護師の配置などにより、効率のよい支援体制を構築する努力を進めている。

④地域がん診療ネットワーク構築

①がん診療に関する知識や情報の普及活動、医療関係者からのがん診療相談、メーリングリストの作成、

地域がん診療連携パスの作成、各種研修会の開催などを目的に平成2伊融明からスタートしている。

②地域医療機関との診療連携に向け立ち上がったばかりの事業である。

(5)進影シミス

①脳卒中連携パスでは、回復期医療機関への転院支援や空き病床の有効活用、早期でのル ビヽジと在宅

準備を実施している。また、連携機関との情報共有化に取り組んでいる。

②大旋婿肥郵勢ミスでは、治療の継続や週院の準備が可能な状況になつたところである。

0地 域医嚇 ットワークシステム

①紹介・逆紹介の患者が対象で、当院での投薬・注射・検査内容等をインターネットを介して閲覧すること

が可能となり、かかりつけ医が診療を行う上で情報を共有することにより検査・投薬の重複防止などに利

用されている。

4.砂川市立病院における医療連携の展望

(1)今後の朝 |1市立病院は、圏域の中で責任ある医療体制を構築する。

(2)現状での連携を強化していくことは勿論、さらなる連携の形として疾患別の連携パスがこれからの医療連携
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では重要不可欠になってくることから、患者の紹介・逆紹介を強化するよう積極的に検討を進める。

(3)疾患別連携パスでは、北海道医療計画において「がん」「脳卒中」「急性心筋便塞」「糖尿病」の4疾病につ

いて明確な位置づけがされており、地域完結型医療の実現に向けて努力する。

K41圏域関係者が具体的な連携等について協議する場「圏域連携会議」を設置し、相互の信頼を醸成し、円滑

な連携が推進されるよう実施する。ここで言う「地域連携パス」とは地域医療機関が各患者様について共有

する施設間を越えて一貫した診療計画(下記参照)である。
①急性期から回復期を経て在犠 での診療計画

②治療を受ける全ての医療機関が共有して使用する

③複数の医療機関が担う役割分担、診療内続 あらかじめ患者に提示する

④施設ごとに治療経過による診療内容・達成目標を明示する

この診療計画を実施していく上でだ、要になるのが、ITを活用したネットワークシステムである。このシステム

運用には各種力'イドラインに道守したシステム構築でならないことから、取扱う情報が愚者情報であることを考

慮するとセキュリティ上、I卜ⅥN・広域LANな どの競 整備する。

5.砂川市立病院における救急医療の現状と課題口展望

砂川市立病院は、中空知2次医療圏の中で二次救急医療機関となっているが、救急医療資源に限りがある

中で、住民が適切な救急医療を受けられるよう地域の救急医療機関が連携し、質の高い効果的な救急医療体

制を確保することが萎 ある。

近年救急医療の需要は年々増加している状況で、地域医療を守る観点からは、地域住民の安心・安全に

直結する救急医療体制の確保が最大の課題となっており、中・長期視点に立った救急医療体制確保を行うべ

きであると考える。

【ユ夢記】νミ】

①当院は、比較的軽症の愚者から二次の重旋滝嗜まで全て受け入れている。

②現在、救急医療に関しては病院群輪番制、小児救急医療支援事業などを行っているが、圏域医療機関に

おいては医師不足や診療科目の減少等が進行し、当院会の集中につながっている。

③市民・患者等の間には、時間外においても専門医を求める傾向が強まっており、各科専門医の負担が増大

している。

④当院へ緊急入院した患者が控決・安定化した際に、地元転院先の確保が難しいケースがある。

⑤救急医療を継続するうえで経費の問題があるが、他市町村からは応分の負担が継 れていない。

【課題・展望】

①多くが入院を要しない比較的軽症な患者で占められ、救急車の安易な利用がみられている。このような状

況が続けば救急医療体制の崩壊が危騰 れる。

②当院は新病院建設に当たって周産期領域を含めた救急医療を益々充実させる方向であるが、地域の救急

医療体制を維持し機能させていくためには、比較的軽症な患者は、まずかかりつけ医か最寄りの外来救急

医療機関に受診するなど、救急医療機関同士の機能分担や連携などを図っていく必要がある。ただし、か

かりつけ医においては、常に時間外対応を行うことは困難であると考えられるが、救急医療は地域全体で

支えるものという共通認識を持ち、それぞれの実情に応じて対応することが求められる。

③緊急性のない時間外受診などを控えるよう、行政は市民・愚者への啓発、周知を図る必要がある。

④救急医療に関する経費負担について、他市町村との協議を検討する必要がある。
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W経 営形態の見直し

考えられる経営形態

1.各経営形態の概要

砂川市立病院が選択する経営形態としては、現行の「地方公営企業法の一部適用」のほか、「地方公営

企業法の全部適用」、「地方独立行政法人」、「指定管理者」、「民間譲渡」が考えらオ支)ところである。

(1)地方公営企業法の一音F適用

地方公営企業法第2条第2項にもとづき、企業会計方式による経理などを定めた財務規定のみ適用され、

職員の任免、給与等の身分取り扱い、予算原案などの権限は市長に留保されている。

(2)地方公営企業法の全部適用

地方公営企業法の規定により、病院事業に対u訪 務規定等の一部適用のみならず、同法の規定を全部

適用するものであり、これにより専任の事業管理者が設置され、人事・予算・契約の締結等にかかわる権限

が付与される。

(3)地方独立行政法人

地方独立行政法人は、公共の見地からその地域において、確実に実施される芝要のある事業のうち、地

方公共団体が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそ

れがあるものを効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人である。

病院事業を行う地方独立行政法人は公営企業型と言われ、職員の身分により特定(公務員型た丁般(非

公務員動 のガ竪頁がある。

141指定管理者制度

地方自治法の規定により、法人その他の団体であって当該普通JIC/AN共団体が指定するものに、公の

施設の管理を行わせる制度であり、民間の医療法人等(日本赤十宇社等の公的医療機関、大学病院、社会

医療法人等を含む)を指定管理者として指定することにより、民間的な経営手法の導入が期待されるもので

ある。

(5)民間譲渡

公立病院における使命である政策医療を担う医療機能や人材、経営意識がなく経営健全化の見込みが

ない場合、及び市町村合併による統廃合で廃上になる場合には、最終的手段として民間に譲渡することが

考えられるものである。なお、民間譲渡は公立病院としての経営形態ではなくなってしまうものである。

こうしたことから、この度の経営形態の検討にあつては、民間譲渡は除外したうえで進めることとし,屯

経営形態別の考察

1.地方公営企業法の一部適用

(1)市の直営で市の意J酌ミ反映されることから、政策医療は確保される。

(2)人事、予算等の経営の権限が、市・病院に分散している場合には、意思決定に時間を要するとともに、経

営責任が不明確になりやすい。

(3)経営状況や職員の業績が処遇に十分反映されないため、インセンティブが働きにくく、年功序列型の給

与体系となりやすい。

(つ最適な医療を提供していくといつた使命感は非常に高いが、それを可能とするために事業収支を考えて、

安定的に継続していくといつた意識の醸成が必要とされる。また、職員の意識改革のためには、自らの活動

が事業収支に結び付いているといつたことを肌で感じるような職場環境の形成が必要である。

2.地方公営企業法の全部適用

(1)一部適用と同様に、政策医療の確保という点では安定している。

(2)新たに設置される事業管理者に限定的ではあるが、明確に一部権限(人事。予算等)が付与されることか

ら、自律的経営面は向上する。
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(3)職員の処遇では、制度上は大幅な変更が可能であるが、抜本的な変更例は見当たらない。ただし、全部

適用で経営改善等に成功した事例のなかでは、評価制度の導入による賞与の差額支給を実施したところ

がある。

141職員の意識改革のためには、管理者の強力なリーダーシップのもとに、職員との十分な情報交換による

改革目標の共有化が必、要であり、職員への経営に関する情報提供が不可欠である。

(9病院の経営形態として参考となる先例が多いため、早期導入は可能である。また、導入を図る難易度は

独立行政法人化と比べるとはるかに低い。

3.特定地方独立行政法人(公務員型)

(1)政策医療の提供は安定しており、職員の身分も公務員であるため、現在就業している職員の理解は得ら

れやすい。

(2)経営は法人、権限は理事長に委ねられることから、自律的経営はす層向上する。

(3)制度上は独自の給与体系の導入が可能であるが、実際には地方公共団体の給与体系に準拠する場合

があることから、必ずしもインセンティブが倒態職員の経営参画意識が醸成されるとは限らない。

141実施にあたつては、定款についての議会の議決、中期目標の設定及び知事の認可等の事務論 等

に時間を要するため、早期導入は困難である。

(5)地方公共団体における先例が非常に少ないことから、導入後の有効性とリスクがどの程度のものか未知

数 ある。

4,一般地方独寸行政法人(非公務員型)

(1)政策医療の提供は安定的であり、職員の身分は非公務員であるため、職員の採用や配置などは柔軟な

対応が可能であるほか、他の医療機関等との人事面での連携等についても迅速な織忘が可能である。

(2)経営は法人、権限は理事長に委ねられることから、特定地方独立行政法人と同様に自律的経営は一層

向上する。

(3)給与体系は独自の設定が可能であり、インセンティブを働かせながり職員の経営参画意識を磯成するこ

とが可能となる。

(つ公務員から非公務員への身分の切り替えや給与体系の変更などから、現在就業している職員の理解を

得るのが最大の課題であり時間を要する。

(5)実施にあたつては、特定地方独立行政法人と同様に、定款についての議会の議決、中期目標の設定及

び知事の認可等の事務論 のほか、前述した職員の理解等に時間を要するため、早期導入は困難であ

る。

161先例が非常に少ないことから、導入後の有効隆リスクがどの程度のものか未知数である。

5,手旨定催郵唾野野

(1)事業内容は協定で規定されるため、政策医療への対応が難しくなる可能性がある。また、指定する期間

と指定管理者の倒産リスクにより、安赴 た医療提供が懸念される面がある。

(2)経営は法人に任せられ、権限が法人の長に委ねられることから、自律的経営が可能である。ただし、業

務の範囲等を詳細に協定することから、必ずしも自律的な運営とはならない一面がある。

(3)新たな受託団体が運営主体となり、職員の入れ替わりなどが想定されることから、現在就業している職員

の理解や処遇が最大の課題となる。特に民間への委託となる場合には、現在の職員の退贈が前提となるた

め、調整等が相当困難であることが想定される。

141既に導入している事例においては、方針決定から実施まで相当の期間を要したことから、早期導入は困

難 ある。

(5)指定管理者(受託者)が持つ病院経営に関するノウハウを活用できるため、現在より効率的な経営が期待

できるが、市からの委託料の金額設定が課題となる。
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砂川市立病院が選択すべき経営形態の方向性

1.選択すべき経営形態

(1)地方公営企業法の全部適用とした場合には、専任の事業管理者の強力なリーダーシップのもとに、経営

改善等が期待できる面を有するものの、地方自治法等による職員定数等の制約、予算単年度主義により

中長期的視点の運用が困難である″絵 どは現行の一部適用と変わらないうえに、全部適用団体の経営状

況の実態をみる限り、全部適用に移行しても効果が得られるとは限らない。

(2)地方独立行政法人については、「事前の規制から事後の評価」という観点から経営の自由度を大幅に拡

げるため、法人の長である理事長に大幅な権限を付与するとともに、目標管理制度や評価委員会による

業務実績評価などの制度を取り入れ、安定的かつ効率的な企業経営が図られるものと考えられる。

しかし一方では、会計制度をはじめとして、組織・人事管理制度、自己評価システムなどといった基幹制度

の構築が必要となるうえに、制度移行時における職員の処遇には十分な説明・副調空が芝要とされる。

また、独自の基幹制度等の構築や職員の処遇調整等にかかるノウハウが必要とされるとともに、移行に向

けた準備のため管理部門の一時的な月EXT働ま避けて通れないこととなる。

こうしたことから導入にあたつては、先行自治体の移行手法を調査・研究するとともにt移行後の効果につ

いても精査していく芝じ勤ミある。

(3)指定管理者については、市が病院を廂 て管理運営を民間事業者等に委任するものであり、公共性を

担保しながら経済性を発揮できる特徴がある。しかしながら、医師供給能力が高く、地域医療水準の向上

が可能であるとともに、財政状況の安定した事業者の選定をそつ必要があり、これらが確保されず指定管

理者から撤退するケースも生じているなど、相応のリスクを負わなければならない。加えて、現存の職員に

より法人を設立する場合には、職員の身分の取り扱い等の調整をはじめとして、解決すべき課題が多々あ

る。

※ 特に、地方独立行政法人と指定管理者制度は共に新たに創設されたものであることから、先進事例や

導入事例が少なく、現時点において判断することが非常に鄭↓い状況にある。

いずれにしても、自治体の一部門としての医療という枠組みのなかで、政策医療という不採算の事業の

確実な実施と自由度の高い経営による効率性・経済性の追求という、相反する目的を達成していくことは、

極めて困難であり、行政としての関与の程度と経営の自由度という4乳点を比較衡量したなかで、今後のある
べき形態を見極めていかなければならない。

これからの砂川市立病院の経営形態を決定していくためには、新病院開院後の経営状況を分析していく

とともに、それぞれの経営形態に移行した事例を検証し、その効果を精査していく必要があり、単に制度面

の比較のみで結論を導き出すのは早計と判断するものである。

以上のことから、現時点で朝 |1市立病院の新たな経営形態の結論を出すことをせず、現行の地方公営企

業法の一部適用のまま新病院を開設し、本改革プランに基づいた経営改善策を講じながら、新病院におけ

る新たな課題をも!整理・検証したうえで、砂川市立病院にとつて最良・最善の経営形態を決定していくことと

する。

20‐


